
【手 続】

事 業 者 県 関係市町村

◎協議書の提出 ※景観上の影響予測
について協議・事業概要書

・完成後の景観の変化を

※景観上の影響予測予想できる視覚的な資

について説明料（ ）などフォトモンタージュ等

◎関係市町村からの
意見聴取

◎基準への適合性の
審査

適
合

不
適

◎関連法令等に基づ ◎適合通知 合
く許認可手続開始

◎風力発電施設の建設

◎建設等の中止勧告

（勧告に従わず工事に着手

した場合）

◎事業者名等の公表

※「関係市町村」とは，建設等の予定地が所在する市町村及び主要な眺望点又は地域固有の景観

を望める視点場が位置する市町村。
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写しの提出
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